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Multifunctionality: Towards an Analytical 
Framework, OECD, 2000年を参照のこと）。
この中でひとつの重要な争点となったのが，
上記の結合性の問題である。つまり， 農産物
と非農産物（多面的機能） の生産に関する一

体性の性質とその程度（結合性） が主要な検
討課題とされてきた。その最大の理由は， も
し両者に結合性が全くないか， あるいは非常
に弱ければ， 両者は分離して供給（提供） す
ることが可能だからである。逆に， 両者の結
合性が非常に強ければ， 農産物の生産水準の
変化は非農産物の供給水準を同様に変化させ
ることになり， さまざまな問題を引き起こす
ことになるからである。

2001年7月に開催されるOECD多面的機
能ワ ー クショップでは， この結合性について
次の3点が各国レポートの中で検討されるこ
とになった。①農産物と非農産物との間には
どの程度の結合性が存在するのか， そしてそ
れは農法や技術の変更によって変化しうるの
か。②多面的機能に関連してどのような「市
場の失敗」があるのか。 そして， ③市場の失
敗が発生する場合，政府の政策介入あるいは
非政府供給（市場の創設あるいはクラプ財の

提供など）のいずれが費用面で望ましいのか，
というものである。

わが国においては， 食料安全保障， 国土 ・

環境保全機能， 生物多様性保全機能など， ぃ

ずれにおいてもこの結合性はきわめて強いと
考えられる。 とくに水田農業ではこの結合性
は強く， 他の代替的方法では補完できないも
のが多いと言えよう。 ただし， ケアンズ諸国
などの一部の国々からは， 農業生産と非農業
生産の結合性は一般に低く， 両者は分離可能
ではないかと批判されており， 今後の国際交
渉上の大きな課題である。

市場の失敗の程度についても， 農地の減少
による洪水の多発などの例で示されるよう
に， わが国の水田農業ではかなり大きいもの
と考えられている。 当然， 洪水防止などの国
土保全機能に代替する市場創設のコストは膨
大であり， 非農業的手段の導入はきわめて非
現実的と思われる。

4. 「多面的機能」の政策適用について
以上のように，「多面的機能の十分な発揮」
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は今後の重要な農政課題であるが， そこには
さまざまな検討すべき課題が横たわってい
る。 そこで最後に， 政策適用上の課題につい
て整理しておこう。

第 1 に， 経済学的には受益者（汚染者）負
担の原則を適用することが望ましいが， 現実
にはその採用は非常に困難である。 受益者の
面的広がりと特定化の困難性， 時間軸のとり
方， フロ ー ・ ストック間の不可分性などの問
題がそこには横たわっている。

第 2 に，多面的機能の政策適用に際しては，
環境便益の価値の大きさの適正な把握（経済
評価） とその統計的信頼性が求められるが，
なお研究蓄積は不十分である。 また， 農業生
産に起因する外部不経済の問題についても今
後， 十分な検討を深める必要性があろう。

最後に， 適正な政策手段の選択と妥当な保
護水準の決め方に加えて， コスト負担のあり
方と合意形成の問題をどう考えるかが問われ
る。いずれにせよ， 多面的機能に関する本格
的な検討と研究蓄積が不可欠であることは疑
いない。

第1852回(5月29日）

構造政策と地域

（横浜国立大学）田代 洋一

農業基本法から新基本法への移行は， 構造
政策から経営育成政策への転換に象徴され
る。構造政策の達成は依然として農政最大の
目標ともいえるが， その主たる手法が経営体
の育成政策に転じたという意味でもそういえ
る。経営育成政策が経営の内部環境を整える
ことだとすれば， 構造政策は経営体と地域と
の関係を整理することにより経営体の外部環
境を整えることにある。本報告は， その展開
の場としての地域と構造政策の関係に留意
し， ここ5年ほどの報告者の農村調査に即し
て論点整理を行った。

まず高齢農家アンケ ー ト調査の結果から，
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彼らが最も望んでいるものは「信頼できる受
け手の登場」であり， 同時に市町村・農協が
間に入って安心して受委託· 貸借ができるこ
とだった。 また北海道における青天井の粗放
化志向の規模拡大をみると， 経営コントロー

ル政策の必要を感じる。 かくしてあるべき経
営像をクリアにし， そこに向けて農地移動を
方向付けていく構造政策と経営政策の連携こ
そが今日の課題といえる。

次に農業地域． 市町村， むらによる状況の
「まだら性」への留意が欠かせない。 往々に

してその判断を誤った政策が地方において採
一られがちだが， 今日では関係機関をうって

丸とする地域農業振興協議会的なネットワ ー

ク組織が， 地域の状況を集団的に判断し， 一
元的な農地管理・流動化政策にたずさわる必
要がある。

いわゆる多様な担い手については農水省通
達は． 経営の補完・インキュベーター として
位置付けているが， 個別経営をはみでる社会
的な何かを担うという意味での「担い手」は，
ヨ ー ロッパ畑作農業のように個別経営に全て
を還元することのできないアジアモンスーン
地帯農業に特有の存在であり， 英訳不能な日
本農政のジャ ー ゴンである。 そこで構造政策
と地域という課題は， 経営体と担い手の関係

一に 部置換可能である。
このような関係整理の場として日本農政で

は伝統的に「むら」が考えられてきた。 それ
は「むら」総有を土台として「むら」に権利
関係を含む土地利用調整機能が内在するとい
う理解にたつものであり， かつての総研研究
を色濃く染めていたものでもある。 しかし東
北の「集落営農」の事例をみても，「むら」
は何らかのアクションを起こすにあたって声
をかけねばならない存在であり， その意味で
の母体ではあるが， 具体的な話し合いは1日村
レベルでなされたり，「むら」内の少数集団
でなされたりしており， 集落営農は本家筋少
数農家あとつぎ集団がむら規模での集積を果
たしていく方法に思われる。

「いえ」よりも「むら」が強い西日本では
集落営農はより広範な組織になるが， それで
も「むらぐるみ」は少なく， 集団内受委託関
係が実態であり， そこに貫くのはむらの水稲
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農業を守るという「守りの論理」であり， そ
の究極H的はむら生活の定住条件を確保する
ことにあるといえる。 今や火事と葬式を除く

「むら八分」から， 水稲農業まで加えた「む
ら七分」になった。

北海道の農事実行組合は， 土地利用調整機
能を担う点で都府県よりも「むら」的といえ
るが， その土地利用調整機能は所有権レベル
にとどまり， 利用権には及ばない。 すなわち
それは自作農集団による離農跡地所有権の分
け合いという機能集団の論理に他ならない。
その北海道でも今や利用権レベルでの調整，
地域連携型農業法人が具体的な課題になりつ
つある。

農政は依然として「むら」を基盤として施
策を仕組んでおり， それをはみ出す試みは施
策対象になりにくい傾向があるが， 現実には
むらを越えた取り組みが広くみられ， それら
は実体的に1B村（明治合併村， 広域合併前の
農協支所）を範域としている例が多い。 その
具体例として鹿角市の八幡平地域経営公社，
兵庫県宍粟郡の宍粟北農林公社， 高知県大豊
町の大豊ゆとりファ ー ム等の三セク， 愛知県
海部郡十四山村農協， 弥富町鍋田農協による
土地利用調整の地区割り， 新潟県朝日村の1B
村単位での農業者のネットワ ー ク組織による
小農協，農地保有合理化の機能等を紹介した。

農業委員会も「むら」を基盤に農地流動化
の推進に当たってきたが， 農家たる農業委員
が同じ農家のプライバシ ー に踏み込む土地利
用調整機能を果たすのは難しく， 専門の推進

ー員にまかせ， 地域づくりの話し合いのコ デ
ネイ ー ター役として流動化の雰囲気づくりを

することが主たる任務になると思われる。
本報告は旧村がむらにとって代わることを

主張するものではないが， むらに固執した構
造政策については柔軟化が必要なことを提起
したつもりである。




